
西尾高等学校附属中学校のきまり 

 

＜前文＞ 

【本きまりに対する理念】 

本きまりは、生徒が健全で秩序ある学校生活を送るためにあり、校訓の進取・自主・克己の精神を

受け継ぐものである。また、今後も必要があれば生徒・教職員の相互信頼をもって見直しをしていく

ものとする。 

進取：西尾高校の伝統や意志を受け継ぐとともに、既成概念にとらわれず、新しいことに挑戦できる生徒 

自主：自分やまわりの人が過ごしやすい生活を送れるよう、自主的に物事を考え、行動できる生徒 

克己：学校とは全ての生徒が関わる公共の場であることを踏まえ、自らを律する生徒 

 

１ 登校・下校について 

(1) 登下校の際は安全に留意するとともに、品位・品格を意識した行動をする。 

(2) 矢作川以南で学校から自宅までの距離が片道 900ｍまでの生徒は徒歩通学、これを超える生徒

は申し出により自転車通学を許可する。 

ア 自転車通学者は、ヘルメットの着用、学校指定プレートの取り付け、レインコートの携行、

車体の整備・点検、指定駐輪場への整頓を遵守すること。また、携帯電話・スマートフォン・

イヤホン等の使用はしない。 

イ 交通ルールを守って事故のないように注意する。交通違反・交通事故があった場合はすみや

かに学校（担任、学年部）まで申し出る。 

(3) 午前 8時 30分までに教室に入れない場合は遅刻とする。ただし、公共交通機関の遅延の場合

は担任に申し出れば遅刻としない。 

(4) 所定の下校時刻(夏期：16：45、冬期 11月～1月：16：30)までに門を出る。 

(5) 自動車での送迎は原則として認めない。 

(6) 登下校中の服装は制服とする。ただし、防寒着は着用してもよい。 

 

２ 欠席・遅刻・早退・忌引等について 

(1) 欠席・遅刻する場合は、必ず保護者から Classi で学校へ午前８時 15 分までに連絡をしても

らう。事前に早退が必要な場合も保護者から学校へ連絡してもらう。 

(2) 遅刻して学校に来た場合は、職員室に「遅刻して来た」旨を伝える。 

(3) 体調不良を理由に早退する場合は、原則保護者が迎えに来る。 

 

 

 

 

 



３ 服装について 

(1) 服装や身なりは品位・品格のあるものにし、身分証明証は常に携帯する。 

(2) 制服について（衣替え期間なし）  
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○ 校舎内では、制服を着用し、名札を付けて生活する。 

○ スカート丈は膝頭にかかる程度とする。 

※補足：スカート丈について、成長を見越して丈を多少長くする分には問題ない。必要に応じて、

ベルトを活用したり、裾丈を詰めたりする。 

＊注 1 ジャケットの左胸に学年色校章バッジをつける。 

＊注 2 ブレザーのボタンは留める。 

＊注 3 カッターシャツの襟の形は、レギュラーカラーとする。  

＊注 4 ネクタイ・リボンはカッターシャツ着用時にはつけなくてもよい。 

＊注 5 儀式的行事の際には、ネクタイ・リボンを必ず着用する。 

＊注 6 カッターシャツの上には、本校指定のカーディガンを前ボタンを留めて着用してもよい。 

(3) 防寒着 

・体温調節のために制服の上に防寒着を着用してもよい。 

・自転車に乗る場合は安全上の理由からロングコート、マフラーは使用しないこととする。 

(4) 上履き、体育館シューズ 

ア 校舎内では、学年色のスリッパを着用し、非常時を除きそのまま校舎外には出ない。 

イ 体育館では指定のシューズを着用する。 

 

４ 校内生活について 

(1) 品位・品格を大切にした学校生活を送る。 

(2) 金銭その他の貴重品は、必要以上に持ってこない。貴重品の管理をしっかりとするため 

に、現金を所持している場合は、身に付けるか、個人ロッカーに入れて施錠する。 

(3) 連絡用の携帯電話（スマートフォン含む）を持ち込む場合、本校敷地内では電源を切り、 

通学用バックにしまい、使用しない。ただし、教員が許可した場合のみ使用してもよい。 

(4) 必要に応じて、購買(10：00～15：00営業)は利用してもよい。ただし、購入は文房具類のみと

し、食べ物や飲み物の購入はしないこととする。（アレルギーの観点から） 

 

※本きまり改定規定 

生徒・教職員・保護者等の意見聴取、生徒会での検討、必要諸会議を経て校長が決定し、改定後は

本校 Webページに掲載する。 


